
高橋 

１．２ 治水
ち す い

と利水
り す い

の歴史
れ き し

 

1.2.1 明治
め い じ

以前
い ぜ ん

の治水と利水 

白川の治水事業
じぎょう

は 16世紀
せ い き

の加藤清正公
こう

の時代
じ だ い

にさかのぼります。 

清正公は白川の洪水の原因
げんいん

が源流
げんりゅう

である阿蘇地方にあると考えて、阿蘇谷からの黒川
くろかわ

と南郷谷からの白川の流速
りゅうそく

を調
しら

べ、白川の流速が黒川の流速よりも速
はや

いことをつきとめ

ました。そして、白川の洪水と黒川の洪水のピーク（最大
さいだい

流量
りゅうりょう

）を時間的
じ か ん て き

に重
かさ

ならない

ように、流れの速い白川に対して、流れの遅い黒川では流れをより遅
おそ

くするために鹿漬堰
し つ け せ き

を設置
せ っ ち

し、さらにその下流には大石
おおいし

を置
お

いて水の流れを一層
いっそう

遅くする工夫
く ふ う

を行っていま

す。この大石を置く工法は後
のち

に「水越塘
みずこしども

」という治水工法となっています。 

清正公は城下町
じょうかまち

を白川の洪水から守
まも

るために、それまで合流・分派
ぶ ん ぱ

する形態
けいたい

となって

いた白川と坪井
つ ぼ い

川を別々
べつべつ

の川とする治水事業をおこないました。 

清正公が佐々
さ さ

成政
なりまさ

の隈本城
くまもとじょう

を受
う

け継
つ

いで入国
にゅうこく

した頃
ころ

、白川は現在の代継橋付近で北へ

屈曲して隈本城付近を蛇行していました。この蛇行に沿って敵が舟で侵攻してくると危

険であると考えた清正公は、現在の代継橋付近と長六橋付近で白川を遮断し、この間を

掘りきって直通させました。そして北の屈曲部に流入していた坪井川を旧白川へ通して

茶臼山の南側へ流入させ、さらに井芹川まで新川を掘って井芹川に合流させる大工事を

実施しました。これにより白川は城の外堀に、坪井川は内堀となり、2 つの川に挟まれた

地域に新たに武家屋敷を、坪井川両岸に新商人町を造成しました。 

その後、新城
しんじょう

・熊本城を築城
ちくじょう

し、この時期
じ き

に白川の改修
かいしゅう

も進
すす

めて、熊本城下町も整備
せ い び

さ

れました。特に慶長
けいちょう

７年（1602）に白川の大洪水で城下町が被害
ひ が い

を受けたことを契機
け い き

に、

城下で合 流
ごうりゅう

していた白川と坪井川を遮断
しゃだん

して、坪井川は高橋
たかはし

方面
ほうめん

に流下させ、それまで

の合流点にはいわゆる背割
せ わ り

工事
こ う じ

である石塘
いしども

工事をおこない、白川の洪水から城下町を守

る工事をおこないました。石塘工事は非常
ひじょう

に難工事
な ん こ う じ

でしたが、その後、城下町は洪水の

氾濫から免
まぬが

れ、坪井川の利水や井芹
い せ り

川を利用した城下町と高橋・有明海
ありあけかい

を結
むす

ぶ運航路
う ん こ う ろ

も

できて、経済活動
けいざいかつどう

が活発
かっぱつ

になりました。 

また、清正公は、平水時
へ い す い じ

の水量
すいりょう

が少
すく

なく、

特に中流域では土壌
どじょう

が火山灰土であるため

水の地下
ち か

浸透
しんとう

が大きいという白川の特徴
とくちょう

を

理解
り か い

したうえで、急流部
きゅうりゅうぶ

や湾曲部
わんきょくぶ

、小河川

が合流する箇所
か し ょ

などを自
みずか

ら調査
ちょうさ

し、その調

査をもとに治水・利水の要所
ようしょ

を選定
せんてい

して、

洪水時には流れを緩
ゆる

め、平水
へいすい

時には水を貯
たくわ

えて送水
そうすい

する施設
し せ つ

として堰
せき

を設
もう

け、取水口
しゅすいぐち

を設置しました。築いた取水堰は大小 29

カ所、取水口からは大井手を掘削
くっさく

しました。

この工事
こ う じ

により田畑は白川の水で潤
うるお

うよ

うになり、かんがい面積は約 3,500 町に及

んだと言
い

われています。その後も細川時代にかけて利水事業が展開さ

 

れてきました。 
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加藤清正の治水・利水事業 

年 号 治水・利水事業（場所） 備  考 

天正
てんしょう

16 年（1588）  加藤清正肥後
ひ ご

に入国
にゅうこく

 

天正 17 年（1589） 瀬田下
せ た し も

井手（大津
お お づ

町） 取水堰、水路開削
か いさ く

 

慶長
けいちょう

年間
ね んか ん

（1596～1614）  熊本城築城着手
ちゃくしゅ

 

慶長 13 年（1608） 馬場
ば ば

楠
く す

井手（菊陽
き くよ う

町） 
取水堰、取水門、水路 
鼻繰井手とも呼ばれる 

慶長 7 年（1602）  白川の大洪水 

慶長年間（～1614） 白川と坪井川の締切
し め き

り工事 

：石塘（熊本市） 

石造
せ きぞ う

の背割堰（石塘）による締切り 

井芹川の舟運
しゅううん

利用にも寄与
き よ

 

慶長年間（1596～1614） 小野田
お の だ

井手（一の宮町） 取水堰 

慶長年間（1596～1614） 渡鹿堰（熊本市） 取水堰、取水樋門
ひ も ん

、水路開削 

元和
げ ん わ

 4 年（1618） 瀬田上
せ た か み

井手（大津町）  

 

 

細川時代の利水事業 

年 号 治水・利水事業（場所） 備  考 

寛永１４年（1628） 瀬田上井手（大津町） 水路完成 

万治元年（1658） 赤瀬堰（大津町） 取水堰、水路開削 

延宝３年（1675） 畑井手（大津町） 取水堰、水路開削 

天和３年（1683） 津久礼井手（大津町） 取水堰、水路開削 

元禄２年（1689） 保木下井手（久木野村） 取水堰、水路開削 

寛保３年（1743） 琵琶首井手（久木野村） 取水堰 

 

参考資料；鈴木  喬（歴史家）   「城づくり、国づくり」 

森山 恒雄（熊本大学教授）「主要河川に見える工夫の数々」 

（いずれも「加藤清正の川づくり・町づくり」 加藤清正土木事業とりまとめ委員会（H7.10 を参照）） 
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1.2.2 近年
きんねん

の治水と利水 

昭和に入って、それまで頻繁に氾濫してい

た井芹川を、花岡山の西側を掘り割って高橋

方面へ流し坪井川と合流するという現在の

流路に改修しました（昭和６年（1931）から

４ヶ年事業）。 

一方、白川については明治
め い じ

～昭和初期
し ょ う わ し ょ き

にお

いても幾度
い く ど

か水害を被
こうむ

りました（頁９ 表

「白川の主な水害」参照
さんしょう

）が、昭和 28 年 6

月 26 日（1953.6.26）洪水が起こるまでは、

本格的
ほんかくてき

な改修
かいしゅう

工事はほとんど行われません

でした。 

昭和 28 年 6 月 26 日（1953.6.26）の大洪水では、阿蘇地方各所で山崩れが起き、火山

基層を覆う「ヨナ」が洪水で流されてきて熊本市内で氾濫、堆積し死者
し し ゃ

・行方
ゆ く え

不明者
ふ め い し ゃ

422

名、橋梁
きょうりょう

流失
りゅうしつ

85 橋、浸水家屋
し ん す い か お く

31,145 戸という、かつてない甚大
じんだい

な被害
ひ が い

を被りました。土木
ど ぼ く

学会
がっかい

・西部
せ い ぶ

支部
し ぶ

は、洪水痕跡
こんせき

からこの洪水の最大流量を 3,200～3,400m3/s（年超過
ちょうか

確率
かくりつ

＝

約１／150）と推定
すいてい

しています（昭和 28（1953）年西日本水害調査報告書
ほうこくしょ

より）。 

熊本市大江地区の被害状況（昭和 28 年 6 月 26 日（1953.6.26）の大洪水） 

 

この大水害を契機
け い き

に、翌
よく

昭和 29 年（1954）、基準
きじゅん

地点
ち て ん

子飼橋
こ か い ば し

において計画高水流量を

2,500m3/s とする「白川改修基本
き ほ ん

計画
けいかく

」が国により策定
さくてい

され、それまで熊本県が単独
たんどく

で管理
か ん り

していた白川は、以後
い ご

、小磧橋
お ぜ き ば し

より下流については国が直轄
ちょっかつ

管理することとなりました。

計画高水流量の 2,500m3/s は年超過確率 1/80 に対応し、当時
と う じ

の市街部の資産
し さ ん

状況
じょうきょう

や全国的
ぜんこくてき

な河川改修計画の規模を勘案
かんあん

した上で決定されました。昭和 31 年（1956）にはこの計画に

基づき白川の改修工事が、左岸
さ が ん

は熊本市大江町
お お え ま ち

渡鹿より河口、右
う

岸
がん

は熊本市黒髪町
くろかみまち

より河

口に至
いた

る区間
く か ん

について始
はじ

まりました。主な改修工事は子飼、大江地区の特殊堤
とくしゅてい

工事、洪水

の阻害
そ が い

となった橋の改築工事、下流部における堆積
たいせき

土砂
ど し ゃ

の浚渫
しゅんせつ

、小島
こ じ ま

捷
しょう

水路
す い ろ

工事などで、併
あわ

せて河川敷地
し き ち

の不法
ふ ほ う

占用
せんよう

の是正
ぜ せ い

に着手しました。この間の昭和 42 年(1967)に「白川改修基

本計画」（昭和 29 年、1954）に基づいた「白川水系工事実施基本計画」が策定されました。 
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さらに、熊本市を中心とする市街地の拡大
かくだい

、土地利用の高度化
こ う ど か

が進
すす

み、資産の集中が更
さら

に進んだことから、昭和 55 年 3 月（1980.3）には、「白川水系工事実施
じ っ し

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を全

面的に改定
かいてい

しました。改訂後、白川の基準地点代継橋
よ つ ぎ ば し

における基本高水のピーク流量を

昭和 28 年 6 月 26 日（1953.6.26）洪水相当
そうとう

の 3,400m3/s（年超過確率＝1/150）とし、白

川と黒川の合流地点下流に新たに立野ダムを建設して洪水を調節し、代継橋地点では

3,000m3/s の洪水を安全に流下させることができるように改修することとしました。 

昭和 55 年 8 月 30 日（1980.8.30）には、死者１名、負傷
ふしょう

者 9 名を出す洪水が発生し、

激甚
げきじん

災害対策特別
とくべつ

緊急
きんきゅう

事業により、左岸は十
じゅう

禅寺
ぜ ん じ

地区から世安
せ や す

地区を右岸は蓮台寺
れ ん だ い じ

地区

から二本木
に ほ ん ぎ

地区を対象区間として３カ年の緊急的
きんきゅうてき

な改修が行われました。これにより、

約1,200m3/sしか流すことができなかった白川の流下能力は1,500m3/sにまで向上
こうじょう

してい

ます。その後も堤防工事などをおこないながら、流下能力の増大
ぞうだい

を図
はか

りましたが、平成 2

年 7 月 2 日（1990.7.2）に黒川で死者 12 名を出す洪水・土石流が発生し、下流側の熊本

市街部でも氾濫
はんらん

被害
ひ が い

をもたらしました。 

現在までの治水工事の中で、最も時間を要
よう

したのは熊本市街部の白川の河岸沿いに、

終戦
しゅうせん

もしくは昭和 28 年（1953）水害後の社会
しゃかい

経済
けいざい

情勢
じょうせい

の混乱期
こ ん ら ん き

に発生
はっせい

した不法占用家屋
か お く

の処理
し ょ り

でした。その数
かず

は約６００戸
こ

にも達
たっ

し、この処理が白川改修を大きく遅らせた要因
よういん

となりました。 

また、洪水時の土砂
ど し ゃ

流出
りゅうしゅつ

、山腹
さんぷく

崩壊
ほうかい

を軽減
けいげん

するため、昭和 7 年（1932）から熊本県が

砂防
さ ぼ う

工事を実施してきました。特に、昭和 28 年 6 月 26 日（1953.6.26）洪水時には上流

域で大規模かつ多数の山腹崩壊が発生するとともに、下流域では氾濫域に大量の土砂や

ヨナが堆積しました。これを受け、熊本県は上流域の砂防事業を進めています。利水に

ついては昭和 39 年に改正された河川法に基づいて、水利権等の許認可についても行政管

理でおこなうこととなりました。白川では、上水道や工業用水は地下水でまかなってお

り、河川水の利用は発電用水や農業用水のみに見られます。 
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Ｓ２９ 白川改修基本計画 

Ｓ４２ 白川水系工事実施基本計画
 

Ｓ５５ 白川水系工事実施基本計画 

人口・資産の増大 

に伴う計画見直し。 

Ｓ３１ 
直轄事業着手 

Ｓ３９河川法改正 

白川改修計画の経緯 

Ｓ３０ 

Ｓ４０ 

Ｓ４５ 

Ｓ５０ 

Ｓ５５ 

Ｈ ３ 

Ｈ ９ 

Ｓ３５ 

S28.6.26

大水害 

熊本市人口 (千人) 
500 

年 (S30 のおよそ２倍) 

Ｈ９．河川法改正 

計画規模 ：1/80 

基準地点 ：子飼橋 
基本高水のピーク流量 ：2,500m3/s
計画高水流量 ：2,500m3/s 

計画規模 ：1/80 
基準地点 ：子飼橋 

基本高水のピーク流量 ：2,500m3/s
計画高水流量 ：2,500m3/s 

計画規模 ：1/150 
基準地点 ：代継橋 

基本高水のピーク流量 ：3,400m3/s
計画高水流量 ：3,000m3/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

約 3,200～3,400m3/s 
死者・行方不明  ：422 人 

橋梁流出     ：14 橋 

床上浸水   ：11,440 棟 

床下浸水   ：19,705 棟 

約 1,500m3/s 
死者・行方不明  ：1人
重軽傷      ：9人
浸水面積   ：11,440m 

流下能力 
約 1200m3/s 

主な洪水 

 の記録 

S28 S21 S24 S55,57 S60 

不法占用の是正 

小島捷水路 

築堤工事 

激特事

白川における改修工事の経緯 
 

不法占用の是正（銀座橋の左岸より右岸を望む）

業

白川 

白川 昭

程

の

 8
築堤工事（熊本駅付近，白川橋～泰平橋）
2

約 1,800m3/s 
床上浸水   ：120 棟
床下浸水   ：204 棟
浸水面積   ：230,000m2

拡大 

継続 

課題:市街部の治水安全向上 

約 1500m3/s 

3000m3/s 

S63 H2 

平成 2年 7月 2日洪水

 

白川 
昭和 28年 6月 26日洪水（明午橋）
和 57 年 7 月 24 日洪水時、昭

度の約 1,500m3/s であったが、

改修工事(激特事業)により、氾
（白川橋付近右岸）
昭和 55 年 8月 30 洪水（白川橋付近右岸）
 

和 55 年洪水と同

昭和 55 年以降

濫を免れた。 
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